
（様式３） 情報提供用シート 北上市 

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 
担当 

所属名 

反映区

分 

8月25日 １ 北上川の

内水排水ポ

ンプの増強

及び堤防の

整備につい

て 

(1) 大曲排

水機場のポ

ンプ機能の

増強 

北上市においては、市長が副会長を

務める「北上川上流改修期成同盟会」  

を通じて、国に対して粘り強く要望を

行っておりますが、次の事項につきま

して岩手県からも要望していただきま

すようお願いする次第です。  

(1) 大曲排水機場のポンプ機能の増強  

 北上川右岸にある大曲排水機場は、

平成19年９月の洪水時にポンプをフル

稼働したにもかかわらず、市道とＪＲ

東北本線との立体交差部で冠水の恐れ

が生じたことから、幹線道路の通行止

めの措置をとらざるを得なくなり、大

きな混乱を来しました。近年の気象状

況を鑑みれば、今後、平成19年以上の

洪水が危惧されることから当該地区の

内水対策は喫緊の課題となっていま

す。 

[要 望］ 

 都市機能の保全と災害緊急時の安全

な交通路を確保するため、ポンプ機能

の増強について県からも国へ働きかけ

るよう要望します。  

大曲排水機場は、国において、平成

14年度に当時の都市化の状況に併せ

て、救急内水排水事業で最大４m3/sで

完成しています。 

 内水の対応については、出水時の自

治体からの要請を踏まえ、排水ポンプ

車等による広域的かつ機動的な対応を

図り被害軽減に努めます。なお、地域

における雨水貯留や土地利用規制など

「流域での対策」も重要となりますの

で、今後も北上市と連携を図って対応

していくと聞いています。  

 内水対策は、県としても重要な課題

であり、水防情報の速やかな共有に努

めるなど、減災への取組の強化や「流

域での対策」について、北上市と連携

を図っていきます。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 

8月25日 １ 北上川の

内水排水ポ

ンプの増強

及び堤防の

整備につい

て 

(2) 相去町下谷木地区の堤防等整備  

 北上川右岸の相去町下谷木地区は、

平成19年９月の洪水で北上川の流水が

大関沢川との合流地点から逆流したこ

とにより、同地区の１団地が孤立し、

３世帯が自治公民館に避難する事態が

無堤防区間が多い北上川中流部（紫

波町～奥州市）においては、平成１４

年７月洪水及び平成１９年９月洪水に

伴い、家屋の床上浸水等の甚大な被害

を受けています。  

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 



(2) 相去町

下谷木地区

の堤防等整

備 

発生しており、この地区では、浸水被

害防止対策が緊急の課題となっていま

す。 

［要 望］ 

 浸水被害対策として、北上川と大関

沢川の合流点付近までの堤防の延伸整

備と排水機場等の整備について県から

も国へ働きかけるよう要望します。  

 国では、北上川中流部治水対策事業

として、家屋浸水被害が発生した無堤

地区等の整備を重点的に実施してお

り、「相去町下谷木（鬼柳相去）地

区」については、洪水被害の状況、今

後の土地利用状況や他地区の整備状

況、流域治水の方向性等を総合的に勘

案しつつ、検討すると聞いています。  

 北上川の治水対策は、県としても重

要な課題であり、国に対し整備促進の

要望を行っていきます。（Ｂ）  

8月25日 １ 北上川の

内水排水ポ

ンプの増強

及び堤防の

整備につい

て 

(3) 小鳥崎

地区及び黒

岩地区の堤

防整備 

(3) 小鳥崎地区及び黒岩地区の堤防整

備 

 北上川右岸の小鳥崎地区は、平成 19

年９月の洪水で北上川の流水が地区内

に流入し、住家２戸、非住家３戸が床

下浸水する事態が発生しています。現

在計画中である黒岩地区の堤防整備が

なされた際には、洪水時、堤防整備が

完了した二子及び黒岩両地区の下流側

で堤防が未整備である小鳥崎地区及び

里分地区への浸水が大変懸念されてお

り、この地区の浸水被害防止対策が緊

急の課題となっています。  

[要 望］ 

 浸水被害対策として、小鳥崎地区か

ら珊瑚橋北側までの堤防の整備延伸及

び黒岩地区の堤防整備事業推進につい

て、県からも国へ働きかけるよう要望

します。 

無堤防区間が多い北上川中流部（紫

波町～奥州市）においては、平成１４

年７月洪水及び平成１９年９月洪水に

伴い、家屋の床上浸水等の甚大な被害

を受けています。  

 国では、北上川中流部治水対策事業

として、家屋浸水被害が発生した無堤

部等の整備を重点的に実施しており、

「黒岩地区」については、県の道路改

良工事との兼用区間となる上流の一部

を事業着手しており、国と県が連携を

図りながら進めていくところです。

「黒岩地区」の下流区間及び「小鳥崎

地区」については、洪水被害の状況や

今後の土地利用状況や他地区の整備状

況、流域治水の取組状況等を総合的に

勘案しつつ、検討すると聞いていま

す。 

 北上川の治水対策は、県としても重

要な課題であり、国に対し整備促進の

要望を行っていきます。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 



8月25日 ２ 北上市内

の一般国道

４号の４車

線拡幅と整

備について 

北上工業団地入口から花巻市境まで

の区間については、北へ向かう幹線物

流ルートであることや、広域医療の基

幹病院として救急医療の中核となって

いる県立中部病院への花巻市方面から

の救急車両のメインルートとなってい

ますが、いまだに２車線区間であるこ

とから著しい渋滞が発生しています。  

 また、キオクシア岩手が操業を開始

し、現段階で従業員数はおよそ 1,000人

となっていますが、協力会社の社員を

含めおよそ2000人の通勤が発生してい

ると 予想されます 。 

 さらに、2023年に２棟目の稼働を想

定した用地の整備にも着手しており、

工事関係車両も増加しております。  

 なお、令和２年３月に「一般国道４

号北上花巻道路」拡幅について、新規

事業化が決定しております。  

[要 望] 

 国道４号の４車線化事業促進のた

め、北上市・花巻市・金ケ崎・奥州市

の３市１町と民間企業・団体による国

道４号岩手県南地域整備促進期成同盟

会を設立し、国への要望活動を行って

おり、令和２年３月に「一般国道４号

北上花巻道路」拡幅について、新規事

業化が決定していることから、早期完

成に向け、県からも国へ働きかけるよ

う要望します。  

県では、内陸部における物流の円滑

化や地域間の交流・連携を促進し、快

適・安全な生活を支える道路として、

一般国道４号の整備の重要性を認識し

ています。このため、令和５年度政府

予算提言・要望において、北上花巻道

路を含む一般国道４号の４車線化につ

いて国に要望したところであり、今後

も国へ働きかけていきます。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 



8月25日 ３ 一般国道

107号の早

期完成につ

いて 

一般国道107 号は、北上市と西和賀

町を結ぶ大動脈であり、日本海と太平

洋を結ぶ重要な道路であります。  

しかし、令和３年５月１日に発生した

地震を主な原因とする、西和賀町大石

地区における法面変状による崩落の危

険が想定されることから、現在も一部

通行止めとなっております。  

令和４年２月には、災害復旧事業と

してトンネル化が採択され、また、令

和４年積雪期までに仮橋架設による応

急仮工事は完成予定となっております

が、トンネル築造による本復旧に至っ

ては更に４年の期間を要するとされて

おり、市内から西和賀町に通勤する者  

（又はその逆）や、特にも北上西ＩＣ

以西の住民や企業の活動等において、

大変不便を被っている状況にありま

す。 

[要 望] 

国道107 号の整備促進のため、北上

市・横手市・西和賀町の２市１町と民

間企業・団体による「一般国道 107 号

（川尻・当楽間）改良整備促進期成同

盟会」を設立し、国への要望活動を行

っていることから、地域経済の早期回

復と地域住民の安心安全の確保のた

め、一般国道107 号の災害復旧工事の

早期完成に向け、県からも国へ働きか

けるよう要望します。  

  一般国道107号の西和賀町大石地区

の道路災害については、令和４年２

月、トンネルにより復旧することが決

定したところです。  

 これまでにトンネル工事に先駆けて

必要となる橋梁下部工工事等に着手す

るとともに、トンネル本体工事につい

ては、令和４年10月に契約を締結した

ところです。  

 引き続き、必要な予算の確保につい

て、国と調整しながら、一日も早い復

旧に向けて取り組んでいきます。

（Ａ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ａ：１ 

8月25日 ４ 秋田自動

車道の４車

秋田自動車道は、東北自動車道と直

結し、日本海と太平洋側を結ぶ産業・

県では、高規格道路における時間信

頼性の確保、事故防止及びネットワー

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 



線化に係る

事業促進に

ついて 

経済にとって重要な社会基盤となって

おります。 

 また、東日本大震災では、秋田側を

介した緊急支援ルートとして大きな役

割を果たしたところです。  

 さらに、平成27年３月及び令和３年

５月に西和賀町内で発生した土砂崩落

等による一般国道107号通行止めの際

は、その唯一の代替路線として利用さ

れております。  

 しかし、北上ＪＣＴ～大曲ＩＣ間は

片側１車線区間であり、冬季の積雪や

事故による通行止めの発生など、地域

住民の安心安全、産業振興や観光面で

大きな課題が顕在化しております。  

 北上ＪＣＴ～大曲ＩＣ間の４車線化

について、秋田自動車道四車線化促進

期成同盟会に加盟し要望を行ってお

り、令和２年３月に湯田－横手間のう

ち、 7.7 ｋｍが、さらに令和３年３月

には北上西－湯田間の19.5ｋｍが事業

化されました。  

[要 望] 

秋田自動車道４車線化の整備促進の

ため、横手市、秋田市、北上市、大仙

市、西和賀町、由利本荘市の５市１町

と民間団体による「秋田自動車道四車

線化促進期成同盟会」を設立し、国へ

の要望活動を行っていることから、事

業化区間の早期着工及び事業化されて

いない区間（特にも北上西ＩＣから北

上ＪＣＴ）の４車線化の事業化につい

て要望してまいりますので、県からも

ク代替性の確保を図るため、暫定２車

線区間の４車線化の推進が必要と考え

ています。このため、令和５年度政府

予算提言・要望において、秋田自動車

道「北上西ＩＣ～横手ＩＣ」等の暫定

２車線区間の４車線化を推進するよう

要望したところであり、４車線化が図

られるよう、引き続き国等に働きかけ

ていきます。（Ｂ） 



国やＮＥＸＣＯ東日本へ働きかけるよ

う要望します。  

8月25日 ５ 一般国道

456号の整

備促進とル

ート変更に

ついて 

一般国道456号は、盛岡市を起点に北

上川の東側を宮城県登米市まで縦断し

ており、沿線市町村の産業、観光等の

重要な機能を担い、一般国道４号を補

完する幹線道路ですが幅員が狭く、歩

道も一部を除き設置されていない状況

となっています。  

[要 望] 

国道456 号の整備促進のため、盛岡

市、花巻市、北上市、奥州市、一関

市、登米市、紫波町の６市１町による

「国道456 号整備促進期成会」を設立

し、国への要望活動を行っていること

から、口内町新町、荒町地区の拡幅改

良及び歩道設置、もしくは、同町の久

田から松坂を経由して青木田まで通じ

るバイパスの建設を要望します。  

 一般国道456号の口内町新町（しんま

ち）地区、荒町（あらまち）地区の拡

幅改良及び歩道設置、又は、久田（き

ゅうでん）地区から青木田（あおき

だ）地区間のバイパス化については、

早期の事業化は難しい状況ですが、交

通量の推移や公共事業予算の動向等を

見極めながら総合的に判断していきま

す。（Ｃ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 

8月25日 ６ 国見橋の

県道認定に

ついて 

 国見橋は、かつて農道橋として北上

川に架橋されたものですが、主要地方

道一関北上線と一般県道飯豊相去線を

繋いでいることから、現在は、北上市

南部で両県道を連結する主要ルートと

なっており、地域住民だけでなく広く

周辺自治体まで、通勤・通学、あるい

は自動車関連部品などの輸送経路とし

て活用されています。  

［要 望］ 

現在の国見橋は、両県道の相互通行

を主たる目的として活用されており、

交通量が多く、広域住民の重要な通勤

県道昇格については、これまでも市

町村間を結ぶ道路など道路法に規定す

る認定条件を具備した路線について、

市町村道と県道との交換も行いながら

県道へ昇格してきたところです。  

 要望の路線については、道路法上の

認定要件及び県道と市道とのネットワ

ークの在り方や県道として管理する必

要性などを総合的に判断しながら検討

していきます。（Ｃ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 



通学のルートとなっております。特

に、自動車・自動車部品、半導体製造

装置、食料品、製紙・パルプなどの、

大型の製品を運ぶ重要な物流ルートと

なっていることから、岩手県道として

認定し、管理を行うよう要望します。  

8月25日 ７ 北上金ケ

崎パシフィ

ックルート

整備につい

て 

いわて県民計画では「北上川バレー

プロジェクト」を掲げ、県南地域を含

む北上川流域において産業集積が進

み、新たな雇用の創出が見込まれるこ

とで、働きやすく、暮らしやすい、新

時代を切り拓く先行モデルとなるゾー

ンの創造を目指し、北上川流域の強み

を生かした広域的な連携による産業の

振興を図ることとしており、北上・金

ケ崎地域はその中心的な役割を担いま

す。 

また、同計画に掲げる「三陸防災復

興ゾーンプロジェクト」では、交通ネ

ットワークや港湾機能などを生かした

地域産業の振興を図り、岩手県と国内

外をつなぐ海側の結束点として、三陸

地域の持続的な発展を目指していま

す。 

北上南部工業団地、岩手中部工業団

地、江刺中核工業団地を有するこの地

域には、トヨタ自動車東日本（株）岩

手工場とそれを支える多くの部品工場

のほか食品、製紙会社など、港湾利用

が想定される企業が多数進出している

ことから、今後の港湾・物流戦略にお

いても釜石港及び大船渡港など太平洋

県南地区の工業団地と江刺田瀬イン

ターチェンジを結ぶ主なルートについ

ては、要望のルートを含め複数のルー

トが想定されることから、東北横断自

動車道釜石花巻間の全線開通による物

流の変化や周辺の開発動向などを見極

めながら、県南地区の工業団地と江刺

田瀬インターチェンジ間のアクセスの

在り方について検討していきます。

（Ｃ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 



側に向かうルートの充実が求められて

います。 

[要 望] 

県道255号、国道456号を経由し国道

107号に至るルートにおいて所要時間短

縮のためのルート短縮や狭小区間の拡

幅等を行い、大型トラックの円滑な通

行環境を確保し、江刺田瀬インターチ

ェンジを経由し釜石港及び大船渡港等

までの物流を支える産業拠点道路とし

ての機能向上を要望します。  

8月25日 ８ 一般県道

北上花巻温

泉自転車道

線の舗装整

備及び維持

管理につい

て 

平成29 年に観光振興、環境負荷低

減、健康増進や交通渋滞緩和などを目

指し、自転車活用推進法が施行されま

した。 

北上市では令和２年度に北上市自転

車活用推進計画を策定し、自転車を活

用したまちづくりを推進しておりま

す。 

しかし、一般県道北上花巻温泉自転

車道線については、舗装の亀裂や剥離

が目立ち、自転車の走行に支障をきた

す状況となっております。  

また、自転車道両脇には草木も生い

茂った箇所もあるなど、防犯等の観点

からも望ましい環境が保たれていると

言い難い現状にあります。  

［要 望］ 

舗装改修について、一部実施（ひび

割れ箇所など）していただき感謝して

おります。 

舗装改修については、路面状況の調

査結果等を踏まえて、ひび割れが進行

しているなど緊急性の高い箇所を優先

して工事を実施しているところであ

り、要望の一般県道北上花巻温泉自転

車道線についても、引き続き必要な舗

装の修繕に取り組んでいきます。  

 なお、本県では、令和３年３月に岩

手県自転車活用推進計画を策定し、自

転車通行空間や自転車道線等の適切な

維持管理に取り組むこととしており、

本路線を安全で快適に利用できるよ

う、今後とも適切な維持管理に努めて

いきます。（Ａ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ａ：１ 



引き続き、サイクリングコースとし

ての活用に支障をきたすことのないよ

う舗装改修を要望します。  

また、草木の伐採など定期的な維持

管理を行い、良好な状態を保つよう要

望します。 

8月25日 ９ 本郷川の

堤防整備の

再開につい

て 

一級河川本郷川左岸の鬼柳町鷹鳥羽

地区は、平成19年９月の秋雨前線によ

り、北上川の流水が本郷川との合流地

点から逆流し、床上浸水３件、床下浸

水２件の浸水被害が発生しました。  

 このことを受けて、本市の要望によ

り、平成25年から堤防嵩上げ工事を県

に実施いただいておりますが、平成 29

年度以降の工事の一時中断を経て、未

完成となっているものであります。  

［要 望］ 

令和３年度の要望において緊急性、

重要性を勘案しながら事業再開を目指

していく旨の回答がありましたが、当

地区は宅地化が進んでおり、浸水被害

対策が急務であることから、北上川か

ら本郷橋までの区間の堤防の嵩上げに

ついて、令和４年度からの事業の再開

を要望するものであります。  

本郷川の河川整備事業については、

平成25年度から堤防嵩上げ工事を進め

てきたところですが、令和４年度から

事業区間内の関係者との事業説明を再

開し、令和５年度も継続し事業に理解

していただくよう進めていく予定とし

ています。 

引き続き、早期の築堤完成に向け

て、関係機関とも連携・調整を図りな

がら、事業を推進していきます。

（Ａ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ａ：１ 

8月25日 １０ 通学路

の危険解消

について 

(1) 花巻北上

線 

平成30年12月、北上市内の北上工業

団地口交差点で下校中の児童がトラッ

クにはねられ亡くなる事故が発生しま

した。 

このような悲惨な事故を二度と起こ

さないために、学校周辺や通学路の危

黒岩地区から立花地区の歩道整備に

ついては、令和３年度に事業着手し、

令和４年度は用地測量等を進めてきた

ところです。引き続き早期完成を目指

して整備を推進していきます。（Ａ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ａ：１ 



険個所や不安箇所の改善を要望しま

す。 

(1) 花巻北上線 

歩道の整備については令和３年度か

ら事業着手いただいており、改めて感

謝申し上げます。  

主要地方道花巻北上線は、北上川の

河東地区を南北に縦断する広域的な幹

線道路ですが、黒岩地区から立花地区

の区間には歩道のない箇所があり、北

上川が増水した際には当該道路と隣接

する自転車道が水没して利用できない

こともあるなど、自転車、歩行者の通

行に危険な状況となっております。  

[要 望] 

当該箇所は東陵中学校の通学路とな

っており、令和５年４月には北上市立

花地区に東部統合小学校が開校するこ

とから、歩道整備事業の早期完成を要

望します。 

8月25日 １０ 通学路

の危険解消

について 

(2) 北上東和

線 

(2) 北上東和線 

主要地方道北上東和線は、花巻市東

和地区の中心部と北上市を結ぶ道路で

あり、昭和橋を経由して国道 107号に至

る道路です。 

二子小学校前は幅員が狭く歩道がな

いため、地域から早期の歩道整備につ

いて要望があります。  

[要 望] 

二子小学校に通う児童の安全確保の

ため、学校前の歩道整備を要望しま

す。 

歩道整備については、県内各地から

多くの要望があり、必要性、緊急性等

を考慮しながら整備を進めている状況

です。要望の区間については、早期の

整備は難しい状況ですが、交通量の推

移や公共事業予算の動向等を見極めな

がら総合的に判断していきます。

（Ｃ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 



8月25日 １０ 通学路

の危険解消

について 

(3) 夏油温泉

江釣子線 

(3) 夏油温泉江釣子線  

夏油温泉江釣子線は、一般国道 1 0 7 

号と市の主要な観光地である夏油高原

地域を結ぶ重要な路線です。江釣子十

文字交差点から南側の住宅連担区間及

び和賀川右岸の広表橋から堤防までは  

幅員が狭く、歩道もない状況となって

います。また、江釣子十文字交差点は

見通しが悪く事故が絶えません。  

[要 望] 

江釣子小学校及び江釣子中学校に通

う児童・生徒の安全確保のため、交差

点改良と交通安全施設の早期完成を要

望します。 

歩道整備については、県内各地から

多くの要望があり、必要性、緊急性等

を考慮しながら整備を進めている状況

です。和賀川右岸の広表橋から堤防ま

での区間の歩道の整備は、令和３年度

に工事着手したところであり、引き続

き整備を推進していきます。（Ａ）  

 その他の区間については、早期の整

備は難しい状況ですが、交通量の推移

や公共事業予算の動向等を見極めなが

ら総合的に判断していきます。（Ｃ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ａ：１ 

Ｃ：１ 

8月25日 １０ 通学路

の危険解消

について 

(4) 相去飯豊

線 

(4) 相去飯豊線 

相去飯豊線は、当市の中心市街地を

縦断しており、通勤通学や買物等市民

の日常生活には欠かすことのできない

重要路線でありますが、中心商店街通

りにおいて、一部区間には歩道が設置

されておらず、歩行者の安全確保に不

安をきたしています。  

[要 望] 

黒沢尻西小学校や黒沢尻北高等学校

等の周辺学校に通う児童・生徒の安全

確保のため、県道北上停車場線から市

道大天満大曲線交差点までの両側区間

に歩道の整備を要望します。  

歩道整備については、県内各地から

多くの要望があり、必要性、緊急性等

を考慮しながら整備を進めている状況

です。要望の区間については、早期の

整備は難しい状況ですが、交通量の推

移や公共事業予算の動向等を見極めな

がら総合的に判断していきます。

（Ｃ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 

8月25日 １０ 通学路

の危険解消

について 

(5) 飯豊北線の信号機の新設  

飯豊北線が令和３年４月に開通した

ことにより、花巻市及び工業団地等各

方面へのアクセスが改善され、利便性

当該交差点については、令和３年７

月に交通流量を調査した結果、横断者

の滞留が認められなかったことから押

しボタン信号機の整備を見送りました

県南広域

振興局 

経営企画

部 

Ｂ：１ 



(5) 飯豊北線

の信号機の

新設 

が大幅に向上した一方で、本線の交通

量が増え、車両の通行速度も高い状況

であることから、歩行者等への安全確

保が課題となっています。  

[要 望] 

飯豊小学校及び飯豊中学校に通う児

童・生徒の安全確保のため、北上市飯

豊22 地割内、市道飯豊北線と市道飯豊

成田線の十字路交差点における信号機

の設置を要望いたします。  

が、飯豊小・中学校の通学路であるこ

とから、令和４年度中に横断歩道を整

備しました。令和４年７月にも現地を

確認した結果、飯豊北線の朝の交通量

が800台を超えており、小中学校の児

童・生徒は南方の横断歩道又は信号交

差点を利用しておりましたので、北上

市、学校、地域住民の皆様の御意見を

伺いながら、通学路の安全対策に取り

組んでいきます。（Ｂ） 

8月25日 １０ 通学路

の危険解消

について 

(6) 北上駅東

口の信号機

の新設 

(6) 北上駅東口の信号機の新設  

市道川原町南田線は、キオクシア岩

手の稼働開始や関連企業等の進出によ

り、特にも朝夕の交通量が増加してお

ります。また、北上駅東口ではさくら

ポートパーキングが、令和３年２月に

稼働開始したほか、賃貸マンション、

賃貸オフィスの開所の準備が進められ

ており、利便性向上とともに、歩行者

及び通行車両の更なる増加が見込まれ

るところです。  

なお、当該箇所は、平成30年に道路

横断中の歩行者と車両による人身事故

が発生しており、歩行者の安全を確保

するため、早急に信号機の設置が必要

と捉えております。  

［要 望］ 

黒沢尻東小学校に通う児童の安全確

保のため、北上市川岸一丁目地内、市

道川原町南田線のローソン北上駅東口

店前交差点における信号機の設置を要

望いたします。  

 当該交差点については、令和３年８

月に交通流量を調査した結果、横断者

が少ないことから、信号機の整備を見

送りました。令和４年７月にも現地を

確認した結果、横断者が少ないことに

変わりはありませんでしたが、引き続

き、交通流量の変化、児童、生徒の通

行実態、交通事故の発生状況等を注視

することとします。（Ｃ） 

県南広域

振興局 

経営企画

部 

Ｃ：１ 



8月25日 １１ 市街地

再開発事業

における県

補助金の創

設について 

１．市街地再開発事業における県補助

金の創設について  

市街地再開発事業において、交付の

対象となる経費について、補助を出す

制度を設けていただきたい。  

２．背景 

当市では、キオクシア㈱が２棟目の

建設を発表するなど、今後も旺盛な住

宅需要が見込まれている。一方で、市

街地に目を向けると老朽化した建物が

立ち並び、まちの形成に悪影響を及ぼ

している。 

そのような中、当市ではまちなかが

再生され、合わせて住宅不足の解消に

も資する事業として市街地再開発の誘

導に取り組んでいるところである。  

しかしながら、市街地再開発事業は

多額の事業費が見込まれ、それに合わ

せて国及び地方自治体の補助金が必要

となる。当市の財政力では地方自治体

分の補助金に対応することは困難な状

況である。 

そのため、岩手県においても市街地

再開発事業に対する補助金制度を設け

ることで、当市における市街地再開発

事業を促進し、キオクシア㈱進出に伴

う住宅不足の解消に寄与することを期

待するものである。  

３．各県の対応 

県 名 県補助の有無 ※参考（各県で

進行中の再開発地区名）  

岩手県 無 

 貴市におかれては、市内中心部の将

来像を描いた「未来ビジョン（地区再

生計画）」を令和４年３月に策定し、

令和４年度からビジョンを実現するた

めの具体的な事業手法の検討等をして

いるところと認識しており、今後の動

向を注視していきます。（Ｃ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 



青森県 無 青森市 中新町山手地区

（住宅局） 

秋田県 有 横手市 横手駅東口第二地

区（住宅局） 

宮城県 有 大崎市 古川七日町西地区

（都市局） 

山形県 有 

山形市 七日町第5 ブロック南地区

（住宅局） 

酒田市 酒田駅前地区（住宅局）  

中町二丁目地区（住宅局）  

福島県 

有 

※都市局事業への補助無し  

福島市 福島駅東口地区（住宅局）  

いわき市 いわき駅並木通り地区（都

市局） 

４．補助対象となる経費  

土地整備（建物の除却、土地の整

地、仮設店舗等の設置、損失補償）  

共同施設整備（共有部分の整備）  

５．補助率の内訳  

通常の場合：  国1/3、地方1/3、事業

者1/3 

嵩上の場合：  国45/100、地方

45/100、事業者10/100 

⇒地方負担分について、県と市で折

半となるよう県補助を設けることを要

望 

8月25日 １２ いわて

デジタルエ

ンジニア育

産業における人材不足が深刻化する

中、企業の競争力を強化するためには

生産性の向上が必須です。中小製造業

いわてデジタルエンジニア育成セン

ターは、三次元設計開発技術に関する

「人材育成」と「企業支援」の２つの

県南広域

振興局 

経営企画

部 

Ａ：１ 



成センター

の継続につ

いて 

においては、生産工程の自動化や  IoT 

化等、デジタル技術を活用することが

生産性を高めていくうえで有効と考え

られます。 

 いわてデジタルエンジニア育成セン

ターは、これまで、３次元設計開発の

人材育成や企業支援の拠点として、自

動車産業をはじめ地場産業の振興に寄

与してきました。令和元年度に策定し

た長期ビジョンに掲げている「国内ナ

ンバーワンのデジタルものづくり支援

拠点」の実現に向け、令和４年度から

具体的な取組を明示した「アクション

プラン」を策定しました。今後も産業

を巡る環境の変化や企業ニーズに対応

した支援機能を強化していく必要があ

ります。 

[要 望] 

 いわてデジタルエンジニア育成セン

ターは、主に県の委託事業と当市補助

金により運営されています。いわてデ

ジタルエンジニア育成センター運営協

議会において策定された長期ビジョン

に基づき、ものづくり産業を取り巻く

環境の変化に対応した人材育成や企業

支援メニューを適時・的確に構築・実

施できるよう、県の関与の継続を要望

します。 

柱のもと、事業を実施しているところ

です。 

 三次元設計開発技術は、設計業務の

効率化にとどまらず、企業の生産性向

上や製品の付加価値向上、更にはＡＩ

やロボット等の第４次産業革命技術の

導入を進めるための基盤にも繋がる技

術であり、県内企業の競争力強化を図

る上でますます重要となっています。  

 県では、引き続き貴市や関係機関と

連携し、いわてデジタルエンジニア育

成センター運営協議会での議論を通じ

て、当センターの安定的な運営のあり

方について検討するとともに、環境変

化に伴う企業ニーズを的確に把握しな

がら、企業支援メニューの充実・強化

に取り組んでいきます。（Ａ）  

8月25日 １３ 工業団

地整備等に

係る県の支

援について 

近年、県南地域において、半導体関

連産業や自動車関連産業の立地や生産

集約などが進んでおり、いわて県民計

画では「北上川バレープロジェクト」

県南部においては、半導体・自動車

関連産業を中心に産業集積が進んでお

り、産業用地が不足している状況につ

県南広域

振興局 

経営企画

部 

保健福祉

環境部 

Ｂ：１ 



(1) 諸手続き

の迅速な対

応 

を掲げ、当該地域を含む北上川流域に

おいて産業集積が進み新たな雇用の創

出が見込まれることを生かし、働きや

すく、暮らしやすい新しい時代を切り

拓く先行モデルとなるゾーンの創造を

目指すこととしています。  

 しかし、当市では、受け皿となる工

業団地の不足が課題となっており、企

業誘致の機会を逃し雇用機会の喪失と

ならないため、速やかな工業団地の開

発整備を計画しております。  

［要 望］ 

(1) 諸手続きの迅速な対応  

今後さらに想定される工業団地整

備等に係る農業振興地域の変更、都

市計画の変更、農地転用許可、開発

行為許可、林地開発許可、環境アセ

ス等の諸手続きにおいてはこれまで

同様、迅速な対応をお願いいたしま

す。 

いては、県として認識しているところ

です。 

 企業の立地ニーズに迅速に対応し、

さらなる産業集積の促進を図るために

は、あらかじめ一定の面積の産業用地

を可能な限り条件の良い地域に確保す

ることが重要ですが、確保のために必

要とされる各種許認可等については、

法令等に基づいた個別案件ごとの手続

きとなります。  

 県としては、できるだけ迅速な許認

可等の手続となるよう対応しています

が、各種許認可等については、関係法

令等に基づき行うものであり、手続に

は一定の期間を要します。手続を円滑

に進めるため、早期の情報提供や事前

の相談、協議をお願いします。（Ｂ）  

農政部 

林務部 

土木部 

8月25日 １３ 工業団

地整備等に

係る県の支

援について 

(2) 埋蔵文化

財調査の効

率的な方法

の選択 

(2) 埋蔵文化財調査の効率的な方法の

選択 

埋蔵文化財調査については岩手県埋

蔵文化センターに調査を委託しており

ますが、調査に時間を要しておりま

す。これについては、企業経済活動の

妨げとならないよう、効率的な調査方

法の選択等について御検討いただきま

すようお願いいたします。  

県では北上市の公共事業に係る大規

模な埋蔵文化財調査について、令和４

年度現在、北上北部産業業務団地（ 32

万㎡）の新設に伴う発掘調査を、県教

委による調整を経て、（公財）県文化

振興事業団埋蔵文化財センターが受託

し実施しているところです。調査の実

施にあたり、特に調査員と発掘作業員

の増員を行うとともに、複数の大型重

機と最新の測量機材を最大限に活用し

ながら、迅速な調査に取り組んでおり

ます。 

県南広域

振興局 
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 また、迅速な調査の実現には、事業

計画に伴う双方の円滑な連絡調整と、

事業地に係る森林法や農地法等の速や

かな法的規制の解除が不可欠です。東

日本大震災津波による防災集団移転に

伴う大規模な発掘調査の際は、発掘調

査を行いながら造成工事も並行して実

施できるように調整を進め、発掘調査

による開発事業の遅れは生じなかった

ことから、増加する北上市の開発事業

につきましても、遅滞なく同様な対応

が可能と考えています。（Ｂ）  

8月25日 １３ 工業団

地整備等に

係る県の支

援について 

(3) 北上工業

団地の渋滞

緩和に向け

た信号機の

設置につい

て 

（3）北上工業団地の渋滞緩和に向けた

信号機の設置について  

北上工業団地では、従業員の通勤に

よる朝夕の慢性的な渋滞が発生してお

りますが、キオクシア岩手Ｋ１棟のフ

ル稼働と相俟って、Ｋ２棟の着工によ

り交通量が増加しており、工事中だけ

ではなく、Ｋ２棟の稼働により今後も

更なる交通量の増加が見込まれており

ます。 

これに対応するため、当市は当工業

団地周辺地区の交通解析結果を基に

し、道路新設・拡幅・右折レーン等の

道路整備事業を令和４年度までに進め

てまいりましたが、安全確保のため、

信号機の設置・増設が必須と考えま

す。 

[要 望] 

次の交差点への信号機の設置に向け

て特段の配慮を要望します。 

令和３年８月に①～⑤交差点の交通

流量の調査を実施した結果、いずれの

交差点も著しい滞留は認められません

でした。また、③～⑤交差点の市道飯

豊秋葉線には右折専用車線が整備され

ていないことから、信号機及び右折矢

印信号の整備は見送りました。（Ｃ） 

令和４年７月にも現地を確認した結

果、いずれの交差点も著しい滞留は認

められませんでしたが、令和４年度末

に計画されているキオクシア岩手Ｋ１

棟のフル操業化による渋滞の発生が懸

念されることから、③～⑤の交差点の

信号機について、令和５年度に多現示

化、系統化等の渋滞対策を講じること

としました。（Ａ）  

引き続き、交通流量の変化、交通渋

滞及び交通事故の発生状況などについ

て継続して注視することとし、適切な

時期で住民の方の意見も参考としなが
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１．信号機の新設  

① 県道北上東和線と市道北上工業団地

東部道路の交差点  

② 市道川原町南田線と市道飯豊東部幹

線３号線の交差点  

２．右折等矢印信号機の増設  

③ 市道飯豊秋葉線と市道北上工業団地

東部道路の交差点  

④ 市道飯豊秋葉線と市道川原町南田線

の交差点 

⑤ 市道飯豊秋葉線と市道成田黒沢尻線

との交差点 

ら、信号機設置の判断を行うこととし

ます。 

8月25日 １４ 北上市

内への特別

支援学校分

教室高等部

の新設につ

いて 

平成29年４月、花巻清風支援学校北

上みなみ分教室小学部及び中学部を岩

手県の特段の配慮により開設いただき

ました。令和４年度は小学部 10名、中

学部４名が在籍しております。隣接す

る北上市立南小学校、南中学校との交

流も図られ、良好な学習環境や通学の

負担の軽減などから、同校への入学者

数の増加が見込まれます。  

一方、昨年度、市内中学校を卒業し

た特別支援知的障がい学級在籍者６名

のうち、市内の高等学校への就学は１

名のみで、その他は県立西和賀高等学

校に２名、盛岡江南義塾高等学校に２

名、盛岡スコーレ高等学校に１名が就

学しており、義務教育終了後は生徒の

障がいの特性に応じた就学先を求めて

市外に就学せざるを得ない状況です。

また、令和３年10月に実施したアンケ

ート調査によると、18名中10名が市内

県教育委員会では、令和３年５月に

策定した岩手県立特別支援学校整備計

画に基づき、学びの場の整備を進めて

おり、引き続き市町村等からの御意見

をうかがいながら、各地域の実情把握

に努めます。  

  また、令和６年度からの次期「岩

手県特別支援教育推進プラン」におい

て、児童生徒数の動向や全体的な学校

配置のあり方等を勘案し、総合的な視

点により検討を進めます。（Ｃ) 
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に支援学校高等部が設置された場合、

入学を希望すると回答、また２名が検

討中との回答がありました。  

現在、北上みなみ分教室中学部には

１年生１名２年生３名が在籍してお

り、同校を卒業する生徒が市内で一貫

した教育を受けられる環境の整備が望

まれます。 

また、令和３年度の花巻清風支援学

校本校の高等部の出身地区別生徒数を

みると、全82名のうち、北上市38名

（46%）、花巻市29名（35%）となって

いて、北上市から多くの生徒が本校へ

入学しています。こういったことか

ら、市内の特別支援学級生徒の進学先

として、市内に支援学校高等部の設置

が必要であると考えます。  

[要 望] 

花巻清風支援学校北上みなみ分教室

小中学部の設置を踏まえて、北上翔南

高校に分教室高等部の設置を要望しま

す。 

8月25日 １５ 地域医

療情報ネッ

トワークへ

の関与につ

いて 

地域における医療及び介護の総合的

な確保の促進に関する法律において、

地域包括ケアシステムの構築が求めら

れておりますが、厚生労働省の総合確

保方針によると、その構築のために

は、「関係者間での適時適切な情報共

有」及び「ICTの活用」が重要とされて

います。 

岩手中部医療圏域においては、 NPO法

人岩手中部地域医療情報ネットワーク

県では、医療資源の不足や地域偏在

がある中で、質の高い医療を提供する

ために、これまで県全域を対象とした

遠隔病理画像診断システムやテレビ会

議システムを活用した小児周産期医療

遠隔支援システムなど、岩手医科大学

と地域中核病院間の病院間連携に資す

るシステムや、県内の医療機関や市町

村などが妊婦健診や診療情報を共有で

きる岩手県周産期医療情報ネットワー
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協議会が運用する「岩手中部地域医療

情報ネットワークシステムいわて中部

ネット（以下「いわて中部ネット」と

いう。）」により、医療介護の情報連

携を図っております。  

いわて中部ネットは、東北六県で唯

一県内全域連携したネットワークが存

在しない岩手県において社会インフラ

としての重要な役割を担っており、気

仙医療圏及び両磐医療圏で運用されて

いる「未来かなえネット」と２次医療

圏を超えて接続するなど、国が目指す

全国的な保健医療情報ネットワークの

基礎として持続的な運営が求められて

います。 

しかしながら参加施設の伸び悩みに

より、いわて中部ネットの運営に当た

っては圏域４市町からの財政支援が不

可欠な状況となっており、段階的に減

少する見込みであった支援は恒常的に

なる可能性があります。  

［要 望］ 

いわて中部ネットの運営の安定に向

けたフォローアップと財政支援を行っ

ていただくと共に、２次医療圏を超え

た県内全域でのネットワーク連携を進

めていただくよう要望します。  

クシステム「いーはとーぶ」を整備

し、運用してきたところです。  

 さらに、県では地域における医療介

護情報連携システムの構築を支援して

おり、地域医療介護総合確保基金を活

用して、その導入経費の補助を実施し

ています。 

 岩手中部地域情報ネットワークの整

備に当たっては、将来にわたって地域

の関係機関が運営を継続できるシステ

ムの整備に向け、運営計画の確認や必

要な情報提供等を行ってきたところで

あり、その構築に係る経費として、地

域医療介護総合確保基金を活用し、平

成28年度から令和元年度の４年間に約

577百万円を補助したところです。  

 システムの維持管理費用や、機能の

追加等を含まない更新に係る費用は、

当該基金事業の対象外とされており、

財政支援は難しいところですが、今後

は、ネットワークの活用促進や効率的

な運用が必要となることから、ネット

ワーク運用における情報提供等の側面

的支援を継続するほか、利用者間の十

分な協議に基づく適正な機能の拡充に

ついて、関係する地域のニーズや関係

者による協議調整の状況を踏まえなが

ら助言など適切な対応を行っていきま

す。（Ｂ） 

 また、県内全域でのネットワーク連

携については、開設者が異なる連携施

設間における患者同意の取得方法な

ど、統一的な運用ルールの整備が課題



と考えています。県としては、国が骨

太の方針2022で示した「全国医療情報

プラットフォーム」に係る動向を注視

しつつ、全県的な医療情報連携体制の

在り方について、検討していく考えで

す。（Ｂ） 

8月25日 １６ 北上済

生会病院の

周産期医療

体制の充実

について 

岩手中部医療圏における妊産褥婦及

び新生児を対象とした周産期医療につ

いては、県立中部病院及び北上済生会

病院が地域周産期母子医療センターと

して医療を提供しています。  

特にも北上済生会病院においては、県

南地域の地域周産期母子診療センター

（ＮＩＣＵ）としてハイリスク分娩に

対応し、重要な役割を果たしていま

す。また、近隣市町では分娩の取扱が

できる医療機関が減少していることか

ら、更に取扱件数の増加が予想されて

います。現在、産婦人科医常勤２名と

非常勤１名、小児科医常勤３名と非常

勤１名により周産期医療を担っており

ますが、それぞれの非常勤医師１名は

岩手医科大学から６か月間の派遣臨時

医師であり、今後医療体制が維持でき

るかどうかは不透明な状況です。 24時

間体制のＮＩＣＵを安定的に運営し、

期待される役割を十分に果たすために

は、人員体制の強化が不可欠です。  

［要 望］ 

県南地域の地域周産期母子医療セン

ター機能を担う北上済生会病院の産婦

県では、令和２年３月に岩手県医師

確保計画を策定し、令和５年度までに

県内で産科医を23人、小児科医を22人

確保する目標を掲げ、産科・小児科を

選択する奨学金養成医師の義務履行期

間全てで地域周産期母子医療センター

勤務を認める特例によるインセンティ

ブの強化や、産科・小児科の即戦力医

師の招聘等に取り組んでおり、さらに

令和２年度からは医療局医師奨学資金

に産婦人科特別枠を設けるなど、その

養成の取組を強化しているところで

す。 

また、令和４年度限りで廃止される

医学部臨時定員・歯学部振替枠の７名

分に替え、診療科偏在対策として、岩

手医科大学に総合診療科・小児科・産

婦人科を診療科指定とした新たな地域

枠（７名）を、市町村医師修学資金枠

の中に新設したところです。  

 令和４年度４月時点で、奨学金養成

医師のうち産科を選択した医師10名、

小児科を選択した医師13名のうち、県

内の地域周産期母子医療センター等に

産科医及び小児科医それぞれ７名を配

置したところです。  
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人科・小児科への奨学金養成医師の優

先的な配置を要望します。  

 北上済生会病院の産婦人科・小児科

への配置に向けては、引き続き、関係

大学等と調整を図りながら、奨学金養

成医師の確保に努めていきます。

（Ｂ） 

8月25日 １７ 県営農

業農村整備

事業（水押

地区）の促

進について 

水押地区の区画整理は、平成 29 年度

から令和３年度までの５カ年で県営計

画調査が行われ、令和４年度に事業化

される見込みです。  

事業期間は、農業競争力強化基盤整

備事業農地整備事業（経営体育成基盤

型）水押地区計画において令和４年度

から令和13 年度までの10 カ年となっ

ております。当該事業の期間延長など

により農業の担い手の高齢化などが進

むことで、営農意欲の低下や事業費償

還能力の低下などが懸念されるとし

て、水押地区基盤整備事業推進委員会

及び江刺猿ヶ石土地改良区連盟から事

業の早期完成を求められています。  

〔要 望〕 

農業農村整備事業は、担い手への農

地集積の推進を図る上で極めて重要な

施策であるため、水押地区の区画整理

事業に必要な県予算を確保するととも

に、国に対して予算を確保するよう働

きかけて、事業を早期完成するよう要

望します。 

県では、収益力の高い産地づくりを

進めるため、担い手への農地利用集積

を一体的に進めるほ場整備を推進して

います。 

 このため、令和５年度の農業農村整

備事業関係の県予算については、水押

地区をはじめ地域からの要望も踏ま

え、当初予算で対前年比114.0％、令和

４年度補正を加えた令和５年度の実質

的な執行予算として106.2％を措置した

ところであり、前年度を上回る執行予

算を確保しています。  

 また、令和４年４月27日、６月16

日、９月21日及び令和５年１月23日に

農林水産省に対して、“農業農村整備

事業関係予算の十分な確保”を要望し

たところであり、今後とも様々な機会

をとらえ、国に働きかけていきます。  

 なお、水押地区については、公図の

不整合が確認されており、実施設計や

換地計画に先立ち、整合を図るための

外周測量やその調整にある程度時間を

要することが見込まれますが、計画ど

おりに事業完了できるよう取り組んで

いきます。（Ｂ） 

県南広域

振興局 
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